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中央社会保険医療協議会  基本問題小委員会座席表

日時 :平成21年 11月 6日 (金 )9:00～ 12:00
会場 :厚生労働省専用第 18～ 20会 議室 (17階 )
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○ 関係者ヒアリングについて

○ 初・再診料について

〇 認知症対策について

○ その他

診療報酬基本問題小委員会 (第 145回 )
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中央社会保険医療協議会 診療報酬基本問題小委員会

関係者ヒアリング出席者

※ 資料説明者

(五十音順、敬称略 )

○ 周産期関係

(産科分野 )

池ノ上 克   宮崎大学医学部 生殖発達医学講座産婦人科学分野 教授

※海野 信也   北里大学医学部 産婦人科学 教授

(新生児分野 )

※楠田 聡   東京女子医科大学母子総合医療センター 新生児部門 教授

田村 正徳  埼玉医科大学総合医療センター  総合周産期母子医療センター長

○ 救急関係

(成人 )

※島崎 修次  杏林大学医学音「救急医学講座 教授

菅井 桂雄  日本救急医学会 保険委員会 委員

(小児 )

桑原 正彦  日本小児科医会 副会長

※山田 至康  順天堂大学浦安病院救急・災害講座 教授



2009年 11月 6日
中央社会保険医療協議会

(診療報酬基本問題小委員会)

分娩施設の減少
(厚労省医療施設調査 )

産科医療の現況と平成22年度
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わが国の分娩の実情
-1990年以降の変化―

1990年   2000年   2005年   2006年   2007年

病院での出
生数

割合

出生数の

変化率

診療所での

出生数

割合

出生数の

変化率

681′873639′ 0671545,766555,648553′ 401

55。8% 53.7% 51.4% 50。 9% 50.8%

‐6.3%  ‐20。0% ‐18.50/0 1̈818%

525′744537,980503′ 579523′ 539523′ 199

43。0% 45.2% 47.4% 47.9% 48:0%

+2.3%  =4。2%  -0.4%  -0。8%

診療報酬改定への要望

海野信也  ~
社団法人 日本産科婦人科学会

医療改革委員会
(北里大学医学部産婦人科学教授)

要望の内容

省燿凛瑠財鯉瓢婚篇設携下腫の動
一産婦人科医の分娩取扱からの撤退を防ぐ施策の実施

炉層
の現場が働き続けるFとの困警な状況に陥って

―
層         

の改善口勤務内容の適正な評価

―医師ロスタッフのキャリアパスを考慮した施策の実施

層
産期救急医療体制の安定的確保が求められてい

―
晃
産期救急医療体制の確保と充実に直結する施策の実

厚生労働省 E薇施設■壺より
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出生数の推移

1990    1995    2000 2005    2010

産婦人科+産科 医師の全勤務医師数に占める割合

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

1990      2000      2010

医師歯科医師薬剤師調査より
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当直体制のある一般病院

29歳 以下 159130‐ 34歳 (77}35‐39燿 153)40‐ 44餞 {38)45‐ 49麟 {47)50‐ 54由 〔38)55‐59歳 135,60慮 以上117)

2008年 日本産科婦人科学会調査

年齢層別 大学病院勤務医の在院時間
450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

29歳以下  30‐34歳

(19}   (59)
35‐39歳   40‐44歳  45‐49歳  50歳以上

(36)   121)   (28)   (19)
2008年 日本産科婦人科学会調査

■月間時間外在院時間

＼
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― _ ■非常勤施設での月間在院時間数

■大学病院での月間在院時間

1970 1980



年齢層別 月間在院時間+オンコール時間
当直体制のない一般病院

日本産科婦人科学会
会員数 2008年
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2008年 日本産科婦人科学会調査

当直体制のある一般病院
女性医師と男性医師の在院時間

日本産科婦人科学会
2008年

年齢別女性率
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診療科別 年代による女性医師率
平成16年 医師歯科医師薬剤師調査による

平成 19年度 新専門医調査
現在の就労状況

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

書産婦人科

●小児科

会眼科

◆麻酔科

2007年 日産婦学会。女性医師継続的就労支援委員会

分娩取扱施設に勤務している割合
平成19年度 新専門医調査

5年後に希望する就労形態
(複数回答可)

叫
賜
錫
螺
賜
協

日産婦学会 女性医師継続的就労支援委員会2007年調査

その他

病院または静僚所で非常動またはパート動務

分娩を取り扱わない鰺豪所で常動(開設者または常動勤務E)

分娩を取り扱う論療所で常動 (開設者または常動勤務E)

分娩を取り餞わない輌院で常鋤

分娩を取り扱う病院で常助

大学瘤院の産婦人科で常動

25‐2930‐3435‐3940‐4445‐4950‐5455‐59

その他

病院または診療所で非常動またはパート勤務

診ヽ薇所で常動(開設者または常動勤務医)

分娩を取り扱う診療所で常勤(開設者または常勤勤務医)

分攪を取り級わない病院で常動

分娩を取り扱う病院で常勤

大学病院の産婦人科で常勤

2007年 日産婦学会・女性医師継機的就労支援委員会



周産期母子医療センターにおける
産婦人科女性医師

総合周産期、地域周産期施設の概要

産科医療危機の展開
・ 産科医療危機の背景

分娩施設の減少 (病院・診療所)

産婦人科医の減少

_きわめて過酷な病院の勤務実態

=女性医師の著増・男性医師の著減

・ 女性医師の継続的就労の困難さ→絶対数の減少
・ 緊急時にも無理ができない 基本的対応能力の低下

0崩壊の始まり
― 分娩難民発生地域の増加

― 基幹病院のハイリスク・救急症例受入回避または撤退

・ 崩壊 回避に必要な条件

―新規専攻医の増加
―医師・医療機関の分娩からの撤退率の減少
―一人当たり分娩取扱数の増加

産科医療のデススパイラルと

そこからの脱却方法

社会問題化

一
　

一

:_    総合 地域 全体

対象施設

有効回答

分娩数

1施設あたり

常勤医1名 あたり

帝王切開率 (%)
1施設あたりの医師数

常勤医

233ホ

170(72.0%)

569.6

123.1

28.8

6.4

2.3(35。90/0)

1177

853(72.5%)

481.6

98.3

21.9

4.9

1.5(30.6%)

75

64(85.3%)

11.5

・
７

３

１

７８２

８３
．

３５
．

女性医師数 (%) 4.3(37.4%)
*236施設中産婦人科のない3施設は除く

2008年 7月 日本産婦人科医会調査

24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93
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社会問題化

分散管理 :安心な分娩環境

・ 地域における分娩環境の
確保

・ 多様な分娩への要望に、き
め細かく対応可能な分娩環
境の確保

2009年 6月 1日 日不産科婦 人科字会

‐  「産科・周産期医療再建のための
平成22年度診療報酬改定に関する要望書」

「勤務環境確保加算」の新設
→ 勤務医の労働環境改善の大方針の明確化

ハイリスク分娩管理加算の算定要件、適応疾患、点数の改正

「高度母体救命体制 (M型 )加算」の新設
妊産婦救急加算の新設
→ 母体救急体制の整備

ハイリスク妊産婦共同管理料 (1)及び(I)の算定要件、点数の改正
妊産婦緊急搬送入院加算の算定要件、点数の改正

属声
期医療における麻酔科の評価 (妊産婦に対する麻酔への重点評

新生児・母体緊急搬送料の新設
→ 周産期センターの機能充実・周産期救魚医膚の基準綸イヒ

平成22年度診療報酬改定 日産婦学会優先要望事項

「勤務環境確保加算」の新設

具粽      響 r化
を評価することによって、医療提

全診療領域を対象とする場合
一算定要件:以下のいずれかをみたすもの

。当直体制を組み、時間外手当の支給が適正に行われている病院
0交代制勤務を実施している病院

―入院1日 あたり100点 の加算

産科施設のみを対象とする場合 :帝王切開術に対する加算とする
―算定要件 :

°
信漫李職 看躙 稀 躙 卿 棚 需

― 加算 :帝王切開術1件あたり10000点

２

　

　

３

４

５

　
６

　

７

　

　

８

・世代間口gender間・施設間の機能分担によって実現可能。
・病院:若手・女性中心.診療所:ベテランロ男性中心
・病院は集約化の方向へ誘導
0診療所は分娩費用の引き上げにより経営の安定化をめざす。

産科医療政策の分岐点
集約化 vs.分散管理

集約化 :安全な分娩環境

・ 医療資源の効率的活用
・ 医療提供の高度化
・ 救急対応能力の強化

・
莞羹甲

師の臨床7修内容の



産科医療危機に対する具体的施策

分娩取扱継続へのincent市e強化

―病院 :ハイリスク症例の受入を促進する
・ハイリスク妊娠口分娩管理加算等

―診療所 :低リスク症例の受入を促進する

・分娩費用の適正化口安定化が可能な環境作リー特に
地域公的病院の分娩費用の適正化

―産婦人科勤務医 :

・処遇の適正化 :

一時間外勤務の適正な評価・手当の支払い

―分娩手当等のincentive

`勤務条件の緩和 :分娩取扱病院の定員増口集約化
― (人 員が確保されれば、時間外勤務 自体が減少する)

産科救急医療体制における問題点

周産期センター等が受入能力の限界点を超える運用を
続けてきた

一関
重
診療部門との連携不全:母体救命救急受入体制の機能

―NICU不足:月台児口新生児救急の母体搬送受入困難事例の多発
―スタッフ不足:総合・周産期母子医療センター等における過剰

労働

―産婦人科医不足 :二次医療機関の救急受入能力の低下→症
例の集中化

―麻酔科医不足 :緊急手術対応困難

根拠のない紛争回避心理が蔓延している
一産婦人科二次医療機関のハイリスク症例受入回避
―他の診療科医師の妊産婦診療回避

産科・周産期救急医療体制の抱える
問題点とそこからの脱却方法

・ 救急医療口周産期救急医療は病院のお荷物か ?
―基本的に赤字体質:補助金で埋め合わる仕組み
一大量の人員投入が必要だが収益は生まない

~嵩
馨8晃戻羅奮種薫計勇飩纂挿暫斉

しては施設拡張口謝

― (例 )DPCにおける病院機能評価係数として評価する
― (例 )該当症例受入数に応じて評価する

周産期救急医療体制の安定的確保
母体救命救急対応
― 「高度母体救命体制(M型 )加算」の新設

他の診療科での妊産婦診療の円滑化を誘導
―妊産婦救急加算の新設

0周産期救急医療体制全体の整備
―
畿壬

iリ スク分娩管理加算の算定要件、適応
琴

患、点数の

一
曾毅紺

産婦共同管理料(I)及び(I)の算定要件、

一妊産婦緊急搬送入院加算の算定要件、点数の改正
~晏

芙房墨雷罫鴨す
る麻酔科の評価(妊産婦に対する麻

―新生児口母体緊急搬送料の新設



現場の医師へのincentⅣe付与は実現したか

0舛添厚生労働大臣(2008年 1月 26日 )

―今度の診療報酬改定では、「ハイリスク分娩管理
加算」の大幅拡大が予定されています。この加算
を「分娩手当」などの形で、産科医への報酬に充
てるよう通知を出したり、2008年度予算の新規事
業である「産科医療確保事業」などでも、何らか
の対応ができないかを検討しています。

平成20年 3月 21日 付厚生労働省医政局長口保険局長通知
病院勤務医の労働環境改善の推進について

平成20年度診療報酬の改定等について
一平成20年度診療報酬改定においては、病院勤務医の負担軽減

を緊急課題と位置付け、産科・ノ1ヽ児科、救急医療に対する重点

糞籍覗磐楊櫂2島事恐罫襦瑳君:!曳Tこ磐‖25師
事務作

―さらに、①ハイリスク妊産婦の管理に関する評価、②地域の中核
となる病院の入院機能に対する評価、③地域の急性期医療を担

― 各医療機関においては、上記の改定の趣旨を十分に認識した
上で産科・小児科、救急医療 (時間外における十分な人員確保

~l~几ん∠UユF5ノ可∠Drコ γ+71ミ A■已1倒 |:麗 12更 員E■自コミ」己

勤務医の労働条件が非常に過酷であるということで、診療報酬の改定という
ような形で手当はしたのですが、これは病院にお金がいくが、現場のお医者
さんに聞くと自分たちの給料に跳ね返らないという不満が非常に高いので
す。

我々がなぜそれをやつたかというと、勤務医の皆さん方の待遇が改善され
る、そして給料も上がる、そういうためにやっているわけですから、病院の経
営者止まりでということは、これはそういう意図ではありません。

ですから、病院の経営も考えないといけなぃのですが、病院の経営者の皆さ
ん方にお願いしたいのは、現場で働いているお医者さんの待遇改善、処遇
を良くする。そして、診療報酬が上がった分は、お医者さんにきちんと配分す
るということを是非お願いしたいと思います。

(http://www mhlw qoip/kalkn/dallin/2008/03/k0325 html)

平成20年 3月 25日 第12回地域医療に関する関係省庁連絡会議
における伊東芳郎医政局医療計画推進指導官の発言
―「局長通知の中の、『勤務医の労働環境の改善』には、当然に処遇の改

善が含まれます」

現場への反映状況
ンタ

対敏施設

有効回答 (0/・ )

分娩数

朧 設あた り

常動医1名 あた り

帝王切開率 (%)

母体搬送受入数

1施設あたりの医師数

常勤医

(う ち女ll医師)

非常勤医師

常勤助産師数

当直を除く1週間の動務時間

:ヶ 月間の推定在院時間"
当直

日勤 夜動交代制 (%)

回数 (/月 )

睡眠時間(h)

翌日勤務緩和 (%)
手当増額 (°

/・)

分娩手当(%)

特殊手当 (%)

848            1157

594(701)   823(711)

4603          4998
1037            889

28 1            250

43        56
12         18
21          19
114       142

505            516

3188         3171

39(66)   47(57)
64         60
49        48

95(16o)    156(190)
101(170)       144(175)

240(404)  339“ 12)

95(16o)   143(174)

62(827)

8169

608
353

1198

132

52

24
307

552
3182

4(65)

51

38
21(339)

7(113)

17(274)

13(210)

234拿

167(714)

5778

770
291

53 9

75

28
13

178

544
3179

4124)

53
46

40(240)

36(216)

82(491)

35(210)

大学病院 101施設中ハイリスク加算請求75施設、還元は4施設のみ

・・・ハイ リスクカロ算の請求がある施設における頻度



平成20年度改定
病院勤務医の負担軽減に対する体制

対象
―入院時医学管理加算
―医師事務作業補助体制加算
―ハイリスク分娩管理加算
要件
―病院勤務医の負担軽減に資する計画
―病院勤務医の勤務時間の把握等

・ 勤務時間 (平均週  時間 (うち、残業 時間))

・
薔炉

当直を行わない勤務シフト(平均月当たり当直回数

・ 当直後の通常勤務に係る配慮
―職 員等 に対する周 知

現場からのお願い

嬰呼諄
スタツプ髪堪やtが著えザl轟瓶野管暮ζ隻で、

現場は全く余裕がありません。

軍輿≧獣:轟
問協掘稚鐸斯套

B,

平成 21年 6月 1日

厚生労働省保険局長

水田 邦雄 殿

社団法人 日本産科婦人科学会

理事長 吉村泰典

産科・周産期医療再建のための平成 22年度診療報酬改定に関する要望書

A.産科・周産期医療については平成 20年度診療報酬改定において重点評価がなされた経

緯がありますが、平成 20年度にも東京都において妊婦脳出血事例が続発するなど、医

療現場は依然として、きわめて厳しい状況におかれています。厚生労働省では、「周産

期医療と救急医療の確保と連携に関する懇談会」および厚生労働科学特別研究事業「救

急部門と周産期部門との連携強化に資する具体的手法に関する研究」において詳細な検

討を行つており、必要と考えられる施策がまとめられています。

また、報道にもありますように、多くの病院が時間外勤務手当の不適正支給や過剰労働

のために労働基準監督署から是正勧告等を受けている状況は、病院勤務医の勤務実態が

改善されていないことを明瞭に示していると考えられます。さらに中医協の最近の調査

においても、病院勤務医の状況が改善にむかっているとは言い難い結果が報告されてお

ります。

これらの問題を解決の方向に誘導するためには、勤務医師の勤務条件、処遇の改善を要

件とした診療報酬上の評価ならびに産科 。周産期救急医療現場の活性化に直結する診療

報酬上の評価がさらに必要と考え、以下の事項について、平成 22年度診療報酬改定に

おける実施を要望いたします。

ハイリスク分娩管理カロ算の算定要件、適応疾患、点数の改正

0 算定要件に「産科医および助産師の適正な勤務条件の確保・適正な手当の支給」

を加える。

● 適応疾患に「子官内胎児発育遅延、多胎妊娠」をカロえる。

● 子宮内胎児発育遅延 :算定数 :10000例  算定期間 14日 間

● 多胎妊娠 :算定数: 5000例 算定期間 14日 間

0 「2000点  8日 間まで」を「3000点  14日 間まで」に増点する。

21ハイリスク妊産婦共同管理料 (I)及び (Ⅱ )の算定要件、点数の改正

● 算定要件を「双方の医療機関がオープンシステムないしセミオープンシステムの

連携関係にあることを事前に届け出ていること」とする。



● 意義 :地域における周産期医療機関相互の連携を強化し、円滑な患者紹介、搬送

を促進する。日常の連携を強化することにより、緊急搬送の頻度を抑制し、医療
システムの安定化を図る。

● 「(I)500`点、(II)350点 」を「(I)1000点 、(II)700点」とする。

9妊 産婦緊急搬送入院カロ算の算定要件、点数の改正

0 総合ないし地域周産期母子医療センターでは+2500点 の増点とする。
● 意義 :搬送を受ける施設の負担を評価することによって救急症例の受入促進を図

る。

0 「勤務環境確保カロ算」の新設

● 目的 :医師の勤務状況の適正化を評価することによって、医療提供体制の安定化
をはかること

0 全診療領域を対象とする場合

● 算定要件 :以下のいずれかをみたすもの

1 当直体制を組み、時間外手当の支給が適正に行われている病院

2 交代制勤務を実施している病院

● 入院 1日 あたり100点のカロ算

0 産科施設のみを対象とする場合 :帝王切開術に対する加算とする

● 目的 :産婦人科医等の勤務状況の適正化を評価することによって、医療提供

体制の安定化をはかること

● 算定要件 :

> 産婦人科に関して当直体制または交代制勤務を組み、産科・周産期医療

に従事する各診療科医師に対して時間外手当の支給が適正に行われてい

る病院

● 加算 :帝王切開術 1件あたり10000点

5)「高度母体救命体制 (M型)カロ算」の創設   1日 10000点、7日 間まで

● 地域の周産期医療システムの機能を向上させることを目的として、診療報酬上の

誘導を行う。:高度救急母体救命体制 (M型)加算の創設

● 要件 :救命救急センタ‐、脳神経外科、心臓血管外科等との併診 (MFICU加
算、ハイリスク分娩管理加算、救命救急入院料、ICU加算の他に高度母体救

命加算を新設する。 )

6)妊産婦救急加算の新設

● 救命救急センターならびに二次救急病院の産婦人科以外の他の診療科における妊

産褥婦受入を奨励することを目的として、「妊産婦救急カロ算」を新設する。
● 要件 :救命救急センターまたは二次救急病院で、妊産婦が産婦人科以外の診療科

に救急外来受診または緊急入院した場合に算定する。

● 時間内 :外来 1000点/件・入院 5000点/件、時間外 :外来 1500点/件 :入院

7500′点/件。

● 時間外妊産婦救急加算については、実際に診療に当たつた産婦人科以外の医師に

対して「時間外妊産婦救急診療手当」として支給されることを想定している。

つ 新生児・母体緊急搬送料の新設 (新設) 10,000点

● 医師又は看護師が同乗して緊急車両で疾病新生児や母体を搬送したときに、搬送

を現に担当した施設が算定する。迎え搬送および送り搬送の両者を対象とする。
● 意義 :搬送を担当する施設の負担を評価する。広域搬送を含む緊急搬送が安全か

つ円滑に行われるための基盤整備の財源とする。

● 新生児搬送の際の看護師とは周産期母子医療センターの看護師とする。

0周 産期医療における麻酔科の評価 (妊産婦に対する麻酔への重点評価)

● 帝王切開の脊髄くも膜下麻酔および硬膜外麻酔   850点→8300点 に増点

● 閉鎖循環式全身麻酔の「重症の患者」に妊産褥婦を加える。 6100′点→8300′点

● 医学的適応のある硬膜外無痛分娩 (新設)     8300点



ある。このうち、産科および婦人科疾患が大多数を占めるが 20%が他の診療科の

産科・周産期医療再建のための平成 22年度診療報酬改定に関する要望書      
く
                 救急疾患と仮定して症例数は 4000件である。またこのうち30%に入院の必要があ

医療費への影響の程度 (試算)                                  ると仮定すれば 1200件 となる。全体での医療費増は 14000万円となる。

0 時間外妊産婦救急カロ算については、実際に診療に当たった医師に対して「時間外

社団法人 日本産科婦人科学会・医療改革委員会                     妊産婦救急診療手当」として支給されることを想定している。

1)ハイリスク分娩管理加算の算定要件、適応疾患、点数の改正

● 試算 :全体で、医療費への影響は 114億円増と試算されるが、算定要件の問題か

ら算定施設は限定される可能性がある。

'ハ
イリスク妊産婦共同管理料 (I)及び (Ⅱ )の算定要件、点数の改正

。 試算 :全体としての医療費は約 3億円となる。このうち、既にハイリスク妊産婦

共同管理料として算定されている医療費との差が新たな医療費増となる。

め 妊産婦緊急搬送入院加算の算定要件、点数の改正

0 試算 :施設間の母体搬送は年間 20000症例である。(多めに見積もつて)こ のうち

の 80%が周産期母子医療センターに対するものと仮定すると、4億円の医療費増

に相当する。

0 「勤務環境確保加算」の新設

(ア)全診療領域を対象とする場合

0 試算 :平成 19年の 1日 あたりの病院入院患者数は 133万人 このうち上記の

条件を満たす病院の病床数が20%と仮定して年間960億円の医療費増となる。

(イ )産科施設のみを対象とする場合 :帝王切開術に対するカロ算とする

0 試算 :帝王切開率は分娩全体の 22%。 病院の分娩数は 50万件。条件を満たず

病院の分娩が全体の20%と 仮定すると、年間 110億円医療費増となる。

5)「高度母体救命体制 (M型)加算」の創設   1日 10000点、7日 間まで

● 試算 :救命救急センターヘの入院症例は年間 33万件程度。このうち妊産婦は0.5%

程度を占める。年間分娩は 100万件。総合周産期母子医療センターにおける救命

救急対応妊婦の頻度は 026%程度。以上より母体救命救急対応が必要な症例数は

多くて年間 2000症例と試算できる。医療費増は 14億円となる。

6)妊産婦救急カロ算の新設

0 試算 :産科傷病者の救急搬送のうち施設間搬送でないものは年間約 20000症例で

71新生児・母体緊急搬送料の新設 10,000点

, 試算 :母体搬送に関しては年間2000o件であり、医療費増は20億円に相当する。

D周産期医療における麻酔科の評価 (妊産婦に対する麻酔への重点評価)

● 試算 :                              、

(ア)帝王切開の症例数は年間 20万件 このうち 800/。 が対象となるとして、120

億円の医療費増となる。 (「麻酔科医」が麻酔を担当する帝王切開術の頻度

は全体の42%と いうデータがあり、その場合は63億万円の増となる。)

(イ )帝王切開以外の偶発合併症の手術を行う場合を想定している。症例数は多

くて 2000例程度。 4400万 円の医療費増となる。

(ウ )症例数は多くて 10000例程度。 8億 3000万 円の医療費増となる。



救急医療からみた新生児医療

新生児医療の現状と課題

中央社会保険医療協議会
基本問題小委員会

東京女子医科大学母子総合医療センター 楠田

埼玉医科大学総合医療センター 田村正徳

周産期医療とは

″

日本の新生児医療の現状

PiCU

小児救急医療

小児時間外診療
小児急性疾患

新生児科医が担当
(小児科医の一部 )

MFICU

母体・胎児救急医療

母体産科合併症
胎児異常
切迫早産

N:CU

新生児救急医療

早産児
低出生体菫児

先天異常
新生児合併症

:CU

母体救命救急医療

母体合併症

妊婦

妊娠・分娩の90%は、
母体と新生児に特別
な医療の介入を必要
としない

ハイリスク妊婦と新生児
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周産期医療ネットヮーク
(人 口100万人、出生1万人、低出生体重児900人 )
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どのような危機的状況か

NICUの不 足

=

新生児科医
の不足

昨年、東京都で発生した母体搬送
受入れ不可例が明らかにした課題

約半数の施設がNICU満床を理由に母体搬
送を受け入れなかつた

N:Cuの病床数が需要に見合つていない

現在のN:CU必要数は平成6年の周産期医療
体制整備事業開始時に推計されたものであ
る

(1)NICUの充足状況の認識は、「(ほ|⊃ 充足していぅ」ん堪曇憂墨艶ふ「不足し
ている」が熱      「把握していない」が熱

(2)MFiCUの充足状況の認識は、「(ほぼ)充足している」が28自治体で「不足
している」が11自治体、「把握していない」が動     (有効回答45自治⑮

周産期医療ネットワークに関する実
態調査の結果について

12 NiCU等の充足状況についての認制

平成20年11月 20日 厚労省母子保健課調査 15

(3)搬送受入が出来なかつた理由 (※ 19年度実績)

フ) 新生児搬送受入が出来なかつたヶ―スがあつたセンターは、

一
有効回笞70センター

うち搬送受入が出来なかつた理由について回答のあつた42センターの理由別

センター数の割合 (複数回詢

理 由 NICU満床 刺 医師不在 その他

センター数 40

割合 (" 9521 110 202

イ)母体搬送受入が出来なかつたケースがあつたセンターは、53センター/有効

回笞74センター                     ・

うち搬送受入が出来なかつた理由について回答のあつた53センターの理由月七
｀
センタ‐数の割合 (複数回D               ・

理 由 NiCU満床 MFICU洞 床 診察可能医uprr・t その他

センター数 30

割合 (%) 19251 50.5 50.6

平成20年11月 20日 厚労省母子保健課調査 16
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NICUが不足する理由

I 需要の増加

(ハイリスク児の増加と予後の改善)

Ⅱ N:CU利用効率の低下

(長期入院児 )

Ⅲ 稼働していない病床の存在

(スタッフ不足、待機病床 )

ハイリスク新生児の増加
平成6年と17年の母子保健統計比較

Ⅱ NICU利用効率の低下

長期入院児の影響

５

　

２

　

３

８

　

８

　

８

３

　

３

　

３

NICu2000床 X3.85%+GCU4000床 X3.82%=230名

人 口            124,069,000  126,204,902
1,062,5301,238,328出生数

                  8.410.0出生率 (人 口1000)           101,272
88,362低出生体重児出生数

低出生体重児出生率(%)   匡コ     医
新生児死亡数        2,889    1,510

厚労省研究班 NICU必要数調査 平成19年度報告書 18 厚労省研究班 NICU必要数調査 平成19年度報告書



在宅医療が困難な状況

在宅医療をコーディネートする人材の不足 (

訪問看護師、在宅支援診療施設の不足)

在宅療養児が急変した時に常時受けいれで
きる施設の不足 (呼吸管理の出来る小児救
急病院の受入れ体制の不備 )

在宅療養を継続して実施する家族への支援
の不足 (重心施設のレスパイト受入れ体制の
絶対的不足)

Ⅲ 稼働していない病床

看護師あるいは医師不足により稼働できな
い病床の存在

小児救急との両立のため、新生児科医が不
足してフル規格のNICUが維持ができない

院内出生児のためのいわゆる“待機病床"が

存在
22

NICUが不足する理由

要因

ハイリスク児の増加と予後の改善

長期入院

稼働できない病床

寄与率

30%

4%

NICUの必要数
NICU必要数の推計

平成6年研究班

2床/1000出 生
―

整備すべきNICU病床数
現在あるNICUの 病床数

医療施設調査

診療報酬届出数
平成19年研究班の研究結果

必要なNICU病床の総数
不足 しているNICU病床の総数
うち早急に整備すべき病床

平成19年研究班

3床 /1000出 生

2341床

2032床
↓

3000床

7005k-10005晨
200床～500床

厚労省研究班 NiCU必要数調査 平成19年度報告書



新生児科医の不足
利 生 児 柄 杯 alJA九 9oェ じり 厚 音 倶ヽ 叙 四 合 ノ

その他 (総病床数制限など)

■■)看護師の確保

■■■)医師の確保

運営費‐診療上の収益

建設費

(新生児医療連絡会 杉浦正俊 2008年調査)

制約がないとして新生児病床を
増やしたいとお考えですか ?

８０

６。

４０

２。

０

％

０

　

　

０
％

新生児病床を増床する意志はありますか?

新生児病床増床に対する地域
や行政からの要望

ない

その他

マスコミ

行政

周産期医療協議会

医師会などから

(%,             o
(新生児医療連絡会 杉浦正俊 2008年調査 )

新生児科医の勤務実態
(当 直 :事実 上 の 夜 間・連 続 勤 務 )

当直回数/月 :平均 平日4.2回、休日1.8回 計6回/月
睡眠時間 :平均 3.9時間

当直明け勤務 :

8割以上が連続通常勤務

最長連続勤務時間:41.4時間
(朝8:30→翌々日深夜2:00)

● 全日勤務

●

`ン

半自動務

● 半日勤務

● 休み
病院管理者や設置者は増床に理

はあるでしょうか?

(新生児医療連絡会 杉浦正俊 調査結果)



新生児搬送 小児救急との両立が困難

小児救急医療体制整備

↓

N:CUと小児救急医療の両立のためには多くの

小児科医が必要

↓

NICUの運営を諦め、小児救急医療を選択する
病院の出現

↓

新生児医療担当医の不足

新生児医不足の最大要因は、
新生児科医不足による過酷な勤務

【新生児搬送の特殊性】
・新生児医療I=習熱した医師ノ看護
師が同乗して迎え搬送
・要請元施設での分娩立ち会い
・搬送中も保温・清潔操作が必要
→保育機内での処置
。自施設のNICUが満床の時は他
施設へ搬送→三角搬送

【新生児搬送理由】

早産、低出生体重、仮死、

呼吸障害、先天性心疾患、外科
疾患など

【新生児搬送中の処置】

保温、清潔操作、気管挿管、
人工呼吸、点滴確保、薬剤
投与、胸腔ドレナージなど



必要な対策は

・ NICU運営のバックアップ

・新生児科医の待遇改善

診療報酬上のNiCU運営の

NIC∪の運営経費と診療報酬

平成21年4月 24日 東京都周産期医療体制整
備PT報告書「周産期医療体制の充実に向け
て」でNICUl床当たりの収益、費用、損益を試
算。

その結果、N:CUl床当たり、年間745万 円の
赤字となつた。

診療報酬上の新生児科医の待遇
改善

勤務内容 (新生児搬送、分娩立会い、ハイリス
ク児の受け入れ、等)に応じた報酬が新生児
科医に支払われる仕組みの導入

バックアップ
病院経営者 (国公私立)がNiCUを経済的に十分
に運営できるだけの評価を与える

NICUの 役割分担を促すような評価を導入する(

小児救急と両立できるN:Cu運営 )

NICU退室後の再,入室に対しても算定可能とする

回復期病床 (GCu)での医療を評価する

N:CUから移動する病床への評価、および在宅療
養中の児および家族を支援することでN!CUの長
期入院児を減らして運用効率を上げる
NiCUの定床超過に対する算定要件を緩和する



新生児医療の将来の改善策

NICUの増床

NICU加算の増額、運営補助金の増額

大規模施設での優先的増床

地域での役割分担

新生児医療を担当する医師の確保

標榜科としての「新生児科」の新設

大学病院のN:CUの整備

勤務時間に則した手当ての支払い

他職種との連携

謝辞

貴重な発言の機会を与えて頂いた中央社会
保険医療協議会委員の皆様、データの提供
および助言を頂いた、新生児医療連絡会、日
本未熟児新生児学会、日本周産期・新生児
医学会、日本小児科学会の皆様に深謝申し
上げます。

日本の医療全体の課題



追加資料

新生児搬送に関する資料

大阪府立母子保健総合医療センター

白石 淳、藤村正哲

新生児搬送の特殊性に関する
説明スライ ド

0搬送依頼のあった新生児の疾患
・新生児搬送の流れ
。新生児搬送の行程
・新生児搬送の特殊性

主な新生児疾患の出生体重別実数 ()内 は死亡数

緊急を要する疾患が多い

主な新生児疾患の出生体重別死亡率
(死亡数/同体重入院数)%

新生児一過性 多呼吸
胎便吸引症候群
気胸
肺 出血

無呼吸発 作
画ison―Mikttyttll■群
気管支肺異形成症
動脈管開存症
脳室内出血
痙攣
心疾患
敗血症
壊死性腸 炎
胎便関連性イレウス

1900 (502) 1916 (156)
195   (5)  823   (2)
9    (0)   47   (3)
155  (103) 102  (35)
132  (79)  108  (27)
432  (16) 1158  (10)
294  (46)  160   (9)
390  (27)  147   (5)
850  (131) 776  (32)
755  (341) 363  (76)
33   (19)  37   (8)
1006 (173) 1074  (82)
201  (131)  70   (17)
71  (34)  36   (9)
117  (20)  47   (1)

3882   (7)
448   (16)
387   (41)
169  (30)
1222   (8)
41  (2)
29    (2)
702   (44)
269   (44)
158   (9)
1750  (200)
102  (17)
32   (10)
38    (1)

2762   (2)
2241  (44)
1054  (61)
325   (43)
401   (7)
6  (1)
1  (0)

319   (35)
15   (22)
720   (43)
1755  (183)
236   (23)
21  (5)
34    (2)

6071  (
7662   (16)
2745   (63)
1698  (240)
734  (179)
3213  (41)
501   (58)
567   (34)
2647  (242)
1402  (483)
948   (79)
5585  (638)
609   (188)
160   (58)
236   (24)

〈1000g   1000g-   1500g～   2500g～ total

呼 0/X窮 週圧 ll■群
新生児―過性 多呼吸
胎便吸引症候 群
気胸
肺出血
無呼吸発作
Wiに on―Mikty症 候群
気管支肺異形成症
動脈管開存症
脳室 内出血

痙攣
心疾患
敗血症
壊死性腸 炎
,肖 化籠彗3宇子L

日合停 聞 1童 1+イ し ■ ス

13.3%
0.1%
0.0%
2.7%
2.1%

0.4%

1.2%

0.70/0

3.5%

9.1%

0.5%

4.6%

3.5%

0.9%

0.5%
1.0%

2.8%

0.0%
01%
0.6%

0.5%

0.2%

0.2%

0.1%

0.6%

1.4%

0.1%

1.5%

0.3%

02%
0.0%
0.1%

0.3%

0.0%
0.1%
0.2%
0.1%

0.0%

00%
0.0%

0.2%

0.2%

0.0%

0.9%

0.1%

0.0%

0.0%
0.0%

0.0%

0.0%
0.2%
0.2%
0.2%

0.0%

0.0%

0.0%

0.1%

0.1%

0.2%

0.7%

0.1%

0.0%

0.0%
0.1%

1.3%

0.0%
0.1%
0.4%

0.3%

0.1%

0.1%

0.1%

0.4%

0.9%

0.1%

1.1%

0.3%

0.1%

0.0%
0_1%

早産児では、死亡率 も高くなる。



新生児搬送の流れ

①新生児の病的症状ないしはリスク分娩の発生
自施設で対応ないしは苺体搬送が可能かどうかを判断
搬送ないしは分娩立会い依頼

②情報をもとに、緊急かどうかを初期判断
:緊急の場合 (早産、仮死、急変)

即座に新生児搬送用救急車で出発
他医師が受け入れ先を探す

:非緊急の場合
さらに情報を収集し、疑われる病態に応じて受け入れ先を確保し
新生児搬送用救急車で出発

新生児搬送の流れ

③到着後、診察により状態を把握し、考えうる病態から初期治療を
施し、両親に説明し、搬送用保育器に収容し出発。

④搬送中、保育器のそばに張り付き、
ながら、受け入れ施設に送り届ける。

必要に応じた処置・治療を施し

①

②

酬轟覇対T楊
情報受理
受け入れ先確保
出発

∈妻覇|卜 1分

③  依頼元到着

耐轟覇妻超嘗磐量発

自施設入院 :2時間30分

三角搬送 :3時間35分

|+|
|

C=======================コ

入院先へ収容
申し送り 37多)

(サイレン鳴らさず)

三角継

(大阪府立母子保健総合医療セ

院帰

ンター)

情報～帰院全行程平均所要時間

37多)

|も0分

白

④ 白Ⅲ扮

′¨

新生児搬送の特殊性

カリ翻

"卿
鯰革

。新生児用人工呼吸器の搭載 (発電機も必要)

・搬送用保育器の搭載
・リフトの揃
・同乗新生児科医による処置・治療 (ある程庁のスペース)

専任運転手ないしは呼び出し運転手 (依頼から出動まで時間がかかりうる)

病棟当直医以外の医師による業務
搬送当直医ないしは
自宅待機医 (こ の場合依頼から出動まで時間がかかりうる)

同乗看護師が必要



新生児緊急搬送料 (新設)10,000点

医師又は看護師が同乗して緊急車両で疾病新生児を搬送した時に算定する。

・  新生児搬送の特殊性について

産科施設で出生した早産児や異常新生児への対応は、専門的な知繊と技術を要し、医師・

看護師・運転手からなるチームにて迅速な対応が必要であります (ス ライド)。

また、可能な限り、出生前に母体搬送にて新生児集中治療室を有する病院への転院を試み

ますが、母体の状態ないしは分娩の進行具合によっては、分娩施設へ出張し分娩立会いを

行い、蘇生術等適切な対応を行い受け入れ施設への搬送を行う必要があります (資料 1)。

そのためには、地域的な新生児搬送体制の整備 (資料 2)お よび地域センターにおける搬送

体制の整備 (人的・物的資源の整備および維持)(資料 3)が必要であります。

スライド

・ 搬送依頼のあつた新生児の疾患
。新生児搬送の実際

。新生児搬送の頻度

。新生児搬送の特殊性

資料

1.母体搬送システム整備の効果についての資料

2.地域的な新生児搬送体制の整備の必要性についての資料

3.搬送体制の整備 (人的 。物的資源の整備および維持)についての資料

簡島保青春
的 ち上げないしは

専用ストレッチャーに
′載せて移動)

呼吸器付き保青器 (〉100kgDは専用リフトで乗降

専用ストレッチャーの固定
小児および母体のベッドの固定も可籠

呼吸器付き保青器0100kgI

処置等のため、ある雄 のスペ■スが必要

簡■保青器 (エレベーターのない施段も多い)



母体搬送システム整備の効果についての資料 lNMCS新生児白書Ⅲより、大阪府立母子保健

総合医療センター2008年報より)

1987年の OCCS発足以降、院外出生数は減少している。1996年以降、院外出生児入院数は

増えているが割合は減少している。(NMCS新生児白書Ⅲより)

地域的な新生児搬送体制の整備の必要性についての資料

(「周産期母子医療センターネットワーク」の構築に関する研究 総合研究報告書より、

NMCS新生児白書Ⅲより)                .

1.整備により期待される効果 lNMCS新生児白書皿より)

大阪では、1977年 に大阪新生児診療相互援助システム CNMCS)が発足し、1987年 には産婦

人科診療相互援助システム (∝∝)が発足し、1993年 には大阪新生児外科診療相互援助シス

テム (NSCS)が発足し、地域による診療体制を確立してきた。

全国的にも搬送システムの充実が望まれる。

圏

|

l l
日 1日 日 |  _

lll lJll』 EE l.

搬送主体は、紹介側から受け入れ側へと移り、新生児搬送システムの確立にともない、第二者搬送が増加

三角搬総数は減少傾向にあり、分娩立会い依頼数はほぼ一定である。

合医療センター2008年報より)

(大阪府立母子保健総



2.全国的な地域センターの現状 (厚生労働科学研究「周産期母子医療センターネットワー

ク」の構築に関する研究 総合研究報告書より)

総合周産期母子医療センターの実態調査 (2006年)によると、61施設中52病院 (91.2%)

が新生児搬送を実施している。そのうち三角搬送を実施しているのは30病院 (搬送実施病
院の 5郡)にすぎない。また、新生児搬送数には施設間に差が大きい。年間 100症例以上搬

送している病院は 12病院 (23%)である。

歴 亜 憂 画 薩1調

搬送同乗者

58%の新生児搬送は医師のみで実施されており、38%は医師と看護師で実施されている。
三角搬送の場合、医師と看護師が同乗する割合は41%と より大きい。

-
Ｌ
”

鶴

搬送に使用する救急車

病院専用救急車は42%の施設で使用されている。一方28%の施設では自治体救急車に依

存しており、残りの 28%は両方を活用している。三角搬送を実施している施設では病院専

用救急車の割合が47%と やや多いよ

お三●臓選 ●始llH 自治体
菫●● その他 ●31
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搬送体制の整備 (人 的・物的資源の整備および維持)についての資料

・  大阪府立母子保健総合医療センターにおける新生児搬送に要する費用の概算

人件費 (月 額=平均年収/12で 計算)

・専属運転手 (当 直料含む)*6名  :592,246円

・看護師 (一 人増員するとして) :552,355円
・搬送医師当直料 (平 日当直 32,000*23回 、休 日日当直 48,000*8回 として)

:1,120,000円

/1ヽ計=2,264,601円

機材費 (5年で更新として月額に換算)

・救急車 (リ フ ト改造費・発電機等込み)(19,687,500円 /5年 /12ヶ 月)

:328,125円

・呼吸器 (2,250,000円Ⅲ2台/5年 /12ヶ 月)

:75,000円

。保育器 (大 1,932,000円 *2台/5年 /12ヶ 月)

: 64,4,00円

・保育器 (小 902,000円 *2台/5年 /12ヶ 月)

130,067円

。モニター (1,200,000円 *2台 /5年 /12ヶ 月)

:40,000円

小計=537.592円

維持費 (2008年度費用を月額に換算)

・燃料代 (軽油=loO円 /1と して、3,9141/12*100円 )

:32,617円

・保険 (70,660円 /12)     :5,883円
・登録・自賠責 (71,770円 /24) :2、 990円

・車検・修理 (20,000円 /12)  :1,667+α 円

/1ヽ 計=43,157円

合計 (月 額に換算)=2,845,350円


